
被災者の事業再開に係る資金繰り支援 

（事例）双葉郡からいわき市、郡山市、福島市に移転し、事業を再開した例 

（実績）東日本大震災復興特別貸付（直接被害者）、再挑戦支援資金（震災関連） 

（事例１）双葉郡浪江町から福島市に本社移転し、事業を再開【建築工事業】 
 

     社長主導の下、原発被災企業の内でも先駆けて福島市へと本社移転し、事業を再開。事業停止に伴う
運転資金が必要としていたところ、官公庁より公庫の震災復興貸付制度の紹介を受け、公庫に運転資
金申し込みがあった。 

（事例２）双葉郡浪江町からいわき市に本社移転し、事業を継続【建設揚重業】 
 

     原子力発電所事故により、本社をいわき市に移転したものの、警戒区域内に設置していた重機を外部
へ持ち出すことができなかったことから、事業継続のため新たに重機購入の設備資金申し込みがあった。 

東日本大震災復興特別貸付（直接被害者） 

平成23年度 
平成24年度 
（～10月） 

国民生活事業部 

  
  件数(件) 19,948 8,647 

  金額(百万円) 168,563 71,961 

中小企業事業部 

件数(件) 2,419 1,147 

  金額(百万円) 123,135 60,079 

再挑戦支援資金（震災関連） 

平成23年度 
平成24年度 
（～10月） 

国民生活事業部 

  
  件数(件) 3 4 

  金額(百万円) 18 31 

中小企業事業部 

件数(件) 2 0 

  金額(百万円) 20 0 

【別添１】 


